
大和市公告第６１号 

 都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）第５５条第１項の規定により、市民緑地を次のとおり

設置した。 

  令和５年８月１０日 

    大和市長 古谷田  力   

 

１ 名  称  中央七丁目市民の森 

２ 区  域  大和市中央七丁目３０２番１及び２並びに３０６番４及び５ 

３ 管理期間  令和５年８月１日から令和１０年７月３１日まで 


